
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の画像を表示する第１の領域、第２の画像を表示する第２の領域、及び前記第１の
領域と前記第２の領域との間の非表示領域を同一画面上に形成する表示装置と、
　レンチキュラーレンズとを有し、
　前記非表示領域は 黒、白または背景色

ことによって形成される領域であり、
　前記レンチキュラーレンズにより、第１観察者の視点からは前記第１の画像が認識され
、第２観察者の視点からは前記第２の画像が認識されることを特徴とする複数の観察者が
異なる画像を認識する装置。
【請求項２】
　第１の画像を表示する第１の領域、第２の画像を表示する第２の領域、及び前記第１の
領域と前記第２の領域との間の非表示領域を同一画面上に形成する投影型の表示装置と、
　レンチキュラーレンズとを有し、
　前記非表示領域は 黒、白または背景色

ことによって形成される領域であり、
　前記レンチキュラーレンズにより、第１観察者の視点からは前記第１の画像が認識され
、第２観察者の視点からは前記第２の画像が認識されることを特徴とする複数の観察者が
異なる画像を認識する装置。
【請求項３】

10

20

JP 3701355 B2 2005.9.28

、前記表示装置の画素に を画像データとして与え
る

、前記表示装置の画素に を画像データとして与え
る



　画像を重ねることにより、第１の画像を表示する第１の領域、第２の画像を表示する第
２の領域、及び前記第１の領域と前記第２の領域との間の非表示領域を同一画面上に形成
する複数の投影型の表示装置と、
　レンチキュラーレンズとを有し、
　前記非表示領域は 黒、白または背景色

ことによって形成される領域であり、
　前記レンチキュラーレンズにより、第１観察者の視点からは前記第１の画像が認識され
、第２観察者の視点からは前記第２の画像が認識されることを特徴とする複数の観察者が
異なる画像を認識する装置。
【請求項４】
　第１の画像を表示する第１の領域、第２の画像を表示する第２の領域、及び前記第１の
領域と前記第２の領域との間の非表示領域を同一画面上に形成する表示装置と、
　レンチキュラーレンズとを有し、
　前記非表示領域は任意の場所に任意の範囲でもって形成され、
　前記レンチキュラーレンズにより、第１観察者の視点からは前記第１の画像が認識され
、第２観察者の視点からは前記第２の画像が認識されることを特徴とする複数の観察者が
異なる画像を認識する装置。
【請求項５】
　第１の画像を表示する第１の領域、第２の画像を表示する第２の領域、及び前記第１の
領域と前記第２の領域との間の非表示領域を同一画面上に形成する投影型の表示装置と、
　レンチキュラーレンズとを有し、
　前記非表示領域は任意の場所に任意の範囲でもって形成され、
　前記レンチキュラーレンズにより、第１観察者の視点からは前記第１の画像が認識され
、第２観察者の視点からは前記第２の画像が認識されることを特徴とする複数の観察者が
異なる画像を認識する装置。
【請求項６】
　画像を重ねることにより、第１の画像を表示する第１の領域、第２の画像を表示する第
２の領域、及び前記第１の領域と前記第２の領域との間の非表示領域を同一画面上に形成
する複数の投影型の表示装置と、
レンチキュラーレンズとを有し、
　前記非表示領域は任意の場所に任意の範囲でもって形成され、
　前記レンチキュラーレンズにより、第１観察者の視点からは前記第１の画像が認識され
、第２観察者の視点からは前記第２の画像が認識されることを特徴とする複数の観察者が
異なる画像を認識する装置。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項 のいずれか一項において、前記表示装置は液晶表示装置であるこ
とを特徴とする複数の観察者が異なる画像を認識する装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本明細書で開示する発明は、各種情報を表示する表示装置に関する。特に複数の観察者に
よりそれぞれ異なる画像を認識することができる表示装置に関する。例えば、同一の画面
において表示される複数の画像を複数の観察者により、それぞれ独立に見ることができる
表示装置に関する。また、複数の画像が同時に表示されている中から特定の情報のみを選
択的に認識する装置に関する。また、特定の情報のみを選択的に見ることができる装置に
関する。またそのようは表示方式に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、同一の画面上に異なる画像を表示する技術が知られている。例えば、一つの画
面を分割して、複数のテレビ番組を同時に表示する方法や、一つの画面上に複数の画像を
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重ねて表示する方法が知られている。
【０００３】
前者の方法は、個々の画像が独立して表示されるので、比較的容易に同時に多数の番組や
画像を見ることができる。しかし、後者の方法は、複数の画像が重なってしまうので、非
常に見にくいものとなってしまう問題がある。
【０００４】
またどちらの方法においても複数の画像が同時に表示されてしまうので、見る側の方で見
る対象を選択しなければならない。
【０００５】
このことは、複数の異なる画面を複数人で同時に見ようとする場合に問題となる。例えば
、Ａという観察者には見えて、Ｂという観察者には見えない画像を表示するような場合に
は、上述の方法は利用することができない。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
本明細書で開示する発明は、同一の画面上に表示される異なる画像を複数の観察者が独立
に見ることができる構成を提供することを課題とする。即ち、同一の画面上に表示された
画像を別々に選択して見ることができる構成に関する。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本明細書で開示する発明の一つは、図１にその具体的な例を示すように、
複数の観察者のそれぞれが異なる画像を見ることができる表示装置であって、
同一の画面上に異なる複数の画像を表示する手段１１と、
前記複数の画像を観察者毎に選択する手段１３と１４と、
を有することを特徴とする。
【０００８】
上記構成は表示装置１１に表示される時分割された２つの画像を光学シャッターを備えた
眼鏡１３と１４でもって見ることにより、所定の画像だけを選択的に見ることができるも
のである。
【０００９】
図１には、２つの画像を個別に見る場合の例が示されているが、時分割をさらに多くすれ
ば、さらに多くの画像を個別に見ることができる。図１に示す構成は、１３または１４で
示される眼鏡のシャッターのタイミングを変えることで、所望の画像を見ることができる
。また、複数人で同一のタイミングを有するシャッターを用いれば、同一の画像を複数人
で同時に見ることができる。
【００１０】
他の発明の構成は、図１にその具体的な例を示すように、
複数の観察者のそれぞれが異なる画像を見ることができる表示装置であって、
同一の画面上に異なる複数の画像を時間的に分割して表示する手段１１と、
光学シャッターを備えた手段１３及び／または１４と、
を有し、
前記光学シャッターを備えた手段１３及び／または１４において、前記分割タイミングに
合わせて前記光学シャッターを開閉させ前記時間的に分割された画像の一つを選択的に透
過させることを特徴とする。
【００１１】
上記構成においては、光学シャッターを備えた手段である眼鏡（例えば１３で示される）
を適時選択することにより、必要とする画像のみを選択的に認識することができる。例え
ば、複数人で同じ画面を見ている状態において、特定の人だけが特定の画像を見たり、特
定の人だけが特定の画像を見ることができない状態を実現することができる。
【００１２】
他の発明の構成は、図３にその具体的な例を示すように、
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複数の観察者のそれぞれが異なる画像を見ることができる表示装置であって、同一の画面
上に異なる複数の画像を時間的に分割して表示する手段（図ではＣＲＴ）と、
前記分割された画像の少なくとも一つに異なる偏光状態を与える手段（図では偏光板とπ
セルと１／４波長板とで構成される手段又はπセルで構成される手段）と、
を有していることを特徴とする。
【００１３】
上記構成は、複数（２つ以上であってもよい）の画像を時分割して表示し、その画像の一
つに対して特定の偏光状態を与え、その偏光状態を選択的に透過するフィルターを用いる
ことによって、先の画像の一つを選択的に認識する装置である。
【００１４】
例えば図３に示す構成においては、ＣＲＴからの時分割された２つの像は偏光板と１／４
波長板によって左回り偏光または右回り偏光になっている。そこでπセルを用いてさらに
時分割された特定の画像に対して特定の偏光状態を与え、その偏光状態を右回り円偏光状
態とする。ここで、右回り円偏光眼鏡と左回り円偏光眼鏡とを用いることによって、２つ
の画像を選択的に見ることができる。
【００１５】
他の発明の構成は、図５にその具体的な構成を示すように、
複数の観察者のそれぞれが異なる画像を見ることができる表示装置であって、同一の画面
５０５上に異なる偏光状態を有する２つの画像を表示する手段５０１と５０２と、
前記異なる偏光状態の画像を前記複数の観察者に対応させてそれぞれ選択的に透過する手
段５０６と５０７と、
を有していることを特徴とする。
【００１６】
図５に示す構成は、投影装置（例えば液晶プロジェクター）５０１と５０２とから投影さ
れる２つの画像をそれぞれ異なる偏光方向を有した偏光板５０３と５０４を介して画面（
スクリーン）５０５上に投影する。そして、それを偏光板５０３と同じ偏光方向を有した
偏光板を備えた眼鏡５０６と偏光板５０４と同じ偏光方向を有した偏光板を備えた眼鏡５
０７とで見る。すると眼鏡５０６を通しては５０１から投影される表示を選択的に見るこ
とができる。また、眼鏡５０７を通しては５０２から投影される表示を選択的に見ること
ができる。
【００１７】
このように、眼鏡５０６を掛けた人と眼鏡５０７を掛けた人とは、異なる画像を独立に見
ることができる。
【００１８】
他の発明の構成は、図８～図１０にその原理を示すように、
レンチキュラーレンズまたはパララックスバリアを用いて視点によって異なる画像を表示
する装置であって、
異なる画像を構成する表示データと表示データとの間に表示が行われない非表示領域また
は所定の背景色の表示を行う領域を配置することを特徴とする。
【００１９】
上記構成において、表示データは、画素または画像を構成する最小単位の表示として定義
される。
【００２０】
他の発明の構成は、図２にその動作タイミングを示すように、
時分割された複数の画像が表示された画面を前記時分割のタイミングに合わせたタイミン
グで間欠的に見ることにより、前記複数の画像の一つを選択的に認識することを特徴とす
る。
【００２１】
即ち、図２に示すようにＡ 0 ,Ａ 1  ・・・で構成されるＡの画像とＢ 0 ,Ｂ 1  ・・・で構成さ
れるＢの画像とを時分割表示した状態において、光学シャターによって、一方の観察者に
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はＡ 0 ,Ａ 1  ・・・で構成されるＡの画像を認識させ、他方の観察者にはＢ 0 ,Ｂ 1  ・・・で
構成されるＢの画像を認識させる。
【００２２】
　間欠的に見る手段としては、できるだけ応答速度の速い光学的なシャッターを利用する
ことが好ましい。また、連続的な画像として認識を行わせるために、間欠的に見るタイミ
ングの設定に際しては残像が残っている時間を考慮する必要がある。また、異なる画像の
クロストークを減らすためにどの画像 見えない時間を設けることが好ましい。即ち、複
数の光学シャッターが全て閉となっている時間を設けることが好ましい。
【００２３】
他の発明の構成は、図５にその具体的な例を示すように、
偏光状態の異なる複数の画像が表示された画面５０５を偏光状態のそれぞれ異なる複数の
偏光フィルタ５０７と５０６を介して見ることにより、前記複数の画像を個別に認識する
ことを特徴とする。
【００２４】
図５に示す構成においては、偏光フィルタとして眼鏡タイプのものを利用している。しか
し他の構成として、図１２の１２０３や１２０４で示すように目の前に偏光フィルタをス
クリーンのようにして配置する構成を採用してもよい。
【００２５】
他の発明の構成は、図５にその具体的な例を示すように、
所定の偏光状態を有する画像を含む複数の画像が表示された画面５０５を前記所定の偏光
状態を選択的に透過するフィルター５０６または５０７を介して見ることにより、前記所
定の偏光状態を有する画像のみを選択的に認識することを特徴とする。
【００２６】
【作用】
時間的に分割して異なる画像を同一の画面上に表示させ、光学的なシャッターを利用して
この異なる画像を適時選択することにより、複数の観察者のそれぞれにおいて異なる画像
を選択することができる。そして、複数の観察者によって異なる画像を同時に見ることが
できる。また複数の画像を時間的に偏光状態を変えて分割して表示し、それぞれ特定の偏
光状態を透過するフィルターを介して観察することにより、それぞれの画像を選択的に見
ることができる。
【００２７】
　また、偏 状態が異なる２つの画像を同一の画面上に表示させ、この画像をそれぞれ異
なる偏 状態を選択的に透過する光学手段を利用して見ることによって、観察者によって
異なる画像を見ることができる。即ち、同一の画面上に表示される画像を複数の観察者に
よって同時に独立に見ることができる。
【００２８】
また、レンチキュラースクリーンを用いて複数の画像を分離して表示することによって、
複数の観察者によって異なる画像を独立に見ることができる。
【００２９】
また、パララックスバリアを用いて複数の画像を分離して表示することによって、複数の
観察者によって異なる画像を独立に見ることができる。
【００３０】
このように同一の画面に複数の画像を同時に表示させ、それらの画像を
・時間的に分割した方法
・偏光状態を利用した方法
・レンチキュラースクリーンやパララックスバリアを用いた方法
を用いることによって分離して独立に見ることができる。
【００３１】
このことを利用することで、同一の画面上に複数の観察者のそれぞれにとって、異なる画
像を表示することが可能となる。
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【００３２】
　また以上のような構成は、複数の観察 の中の特定 人だけに情報を提供することに利
用することもできる。このような構成は、各種情報表示手段、遊戯装置、教育や学習を行
う装置等に利用することができる。すなわち、見る人によって異なる画像を見ることがで
きることを利用して、各種情報や画像を複数の観察者に対して選択的に提供する用途に利
用することができる。
【００３３】
【実施例】
〔実施例１〕
本実施例は、複数の画像を時間的に分割して同一画面上に表示し、光学シャッターを用い
てその中の一つを選択して見ることにより、複数の観察者によって独立に異なる画像を見
ることができる構成に関する。
【００３４】
図１に本実施例の構成の概略を示す。図１に示す構成は、ディスプレイ１１の画面に時分
割表示される画像を液晶シャッターを備えた眼鏡１３と１４を用いて見ることにより、そ
れぞれの眼鏡を使用した観察者がそれぞれ異なる画像を見ることができる構成に関する。
【００３５】
図２に図１に示す構成を動作させる場合に利用される動作タイミングチャートを示す。図
２に示されるように表示画面である画面１１には、１フレームおきにＡの画像とＢの画像
が交互に表示される。
【００３６】
あるレベル以上の画質を維持するためには、１フレームの時間を１／６０ (s) 以下とする
ことが好ましい。
【００３７】
この画面を直接見たのでは、Ａの画像とＢの画像とが重なりあって見えてしまう。そこで
、図１に示す構成においては、表示タイミングに合わせて透過－非透過が選択される液晶
シャッターを備えた眼鏡１３と１４を用いることにより、それぞれの眼鏡を掛けている観
察者において、Ａの画像とＢの画像とが分離して見えるようにする。なお、各眼鏡の液晶
シャッターは制御装置１２によって画面の表示状況に合わせて適時制御される。また図２
ではそうなっていないが、シャッターの開閉時間は１フレームの表示時間よりも短い方が
好ましい。
【００３８】
図２に示すように、Ａ 0  の表示が行われている時にはＡ眼鏡１３の液晶シャッターが開と
なり、Ａ眼鏡を掛けた人にはＡ 0  の表示が見える。またこの時Ｂ眼鏡１４の液晶シャッタ
ーは閉の状態になるので、Ｂ眼鏡を掛けた人にはＡ 0  の表示は見えない。
【００３９】
逆に次のフレームのＢ 0  の表示が行われている時にはＢ眼鏡１４の液晶シャッターが開と
なり、Ｂ眼鏡を掛けた人にはＢ 0  の表示が見える。またこの時Ａ眼鏡１３の液晶シャッタ
ーは閉の状態になるので、Ａ眼鏡を掛けた人にはＢ 0  の表示は見えない。
【００４０】
このようにして交互にＡとＢの表示を行い、そのつどＡ眼鏡とＢ眼鏡の液晶シャッターを
開と閉に交互に切り換える。こうすると、Ａ眼鏡１３を掛けた人にはＡ 0 ,Ａ 1 ,Ａ 2 ,Ａ 3  ・
・・・で示される画像が選択的に見え、Ｂ眼鏡１４を掛けた人にはＢ 0 ,Ｂ 1 ,Ｂ 2 ,Ｂ 3  ・・
・・で示される画像が選択的に見える状況とすることができる。
【００４１】
こうして同じ画面１１を見ていながら、眼鏡Ａ１３を掛けた人と眼鏡Ｂ１４とを掛けた人
とで異なる画像を見ることができる。
【００４２】
〔実施例２〕
本実施例は、時分割で偏光状態が右回り円偏光の画像と左回り円偏光の画像とを切り換え
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て表示し、その画像を右回り円偏光を透過する眼鏡（右回り円偏光眼鏡）と左回り円偏光
を透過する眼鏡（左回り円偏光眼鏡）とで見ることによって、右回り円偏光眼鏡では右回
り円偏光の画像を選択的に認識し、左回り円偏光眼鏡では左回り円偏光の画像を選択的に
認識することを特徴とする。
【００４３】
図３に本実施例に示す構成の具体的な構成の一例を示す。図３に示す構成においては、Ｃ
ＲＴで形成される画像を図４に示すように時分割表示する。図４に示すタイミングにおい
ては、１／６０秒の間に表示される１フレームの表示が交互に行われる。なお、１フレー
ムの長さは１／６０秒以下とすることが高画質を維持するためには好ましい。
【００４４】
このＣＲＴ上の表示タイミングに同期させてπセルを動作させる。πセルは、素子ドライ
バーによって駆動され、ドライバー出力がＯＮの状態で入射した直線偏光光を直接透過さ
せる。またドライバー出力がＯＦＦの状態で透過光の偏光状態を９０°回転させる。この
偏光状態を９０°回転させる作用は、液晶の旋光性を利用することで得ることができる。
【００４５】
πセルを透過する透過光は、πセルがＯＮまたはＯＦＦの状態に従って、互いに９０°異
なる直線偏光状態を有している。そしてこのπセルを透過した光を１／４波長板を透過さ
せることにより、それぞれ右回り円偏光状態を有する光と左回り円偏光状態を有する光と
に分けることができる。
【００４６】
本実施例の場合は、πセルがＯＦＦの状態で右回り円偏光の透過光が生成され、πセルが
ＯＮの状態で左回り円偏光の透過光が生成される状態とする。即ち、１／４波長板を透過
する光は、πセルのＯＮ／ＯＦＦに従って、右回り円偏光の光と左回り円偏光の光となる
。
【００４７】
この右回り円偏光の光と左回り円偏光の光とは、時分割表示によって、 1/60秒毎に交互に
映し出される。図３に示す構成においては、１／４波長板に右回り円偏光の光と左回り円
偏光の光とが交互に映し出されることになる。
【００４８】
この映し出された画像を右回り円偏光眼鏡と左回り円偏光眼鏡とで見ると、右回り円偏光
の光は右回り円偏光眼鏡で選択的に見ることができる。また、左回り円偏光眼鏡は左回り
円偏光眼鏡で選択的に見ることができる。
【００４９】
即ち、図４に示すように右回り円偏光眼鏡を掛けた人には、Ａ 0 ,Ａ 1 ,Ａ 2  ・・・・のフレ
ームのみが見えて、Ａの画像が選択的に見える状態となる。また、左回り円偏光眼鏡を掛
けた人には、Ｂ 0 ,Ｂ 1 ,Ｂ 2  ・・・・のフレームのみが見えて、Ｂの画像が選択的に見える
状態となる。
【００５０】
本実施例に示す構成においては、図１に示す構成のように特殊な素子を備えた眼鏡を利用
する必要がないので、画像を見る人の負担を低いものとできる。また画像を見る状況の自
由度を高くすることができる。
【００５１】
〔実施例３〕
　本実施例は、偏 状態 異なる２つの画像を合成して投影し、この投影像をそれぞれの
偏 光を選択的に透過させる眼鏡を用いて見ることにより、２つの画像をそれぞれの眼鏡
を掛けた人によって選択的に見ることを特徴とする。
【００５２】
図５に本実施例で示す構成の概略を示す。図５に示すのは２つの液晶プロジェクター５０
１と５０２によってそれぞれ異なる画像を画面であるスクリーン５０５上に重ねて投影し
、その投影像を偏光眼鏡５０６と５０７とでもって見る構成である。

10

20

30

40

50

(7) JP 3701355 B2 2005.9.28

光 の
光



【００５３】
液晶プロジェクター５０１から投影される画像は、偏光板５０３を介してスクリーン５０
５に投影される。偏光板５０３は垂直方向に偏光方向を有する直線偏光を透過させる機能
を有している。従って、スクリーン５０５にプロジェクター５０１から投影される画像は
、垂直方向の直線偏光を有している。
【００５４】
一方、液晶プロジェクター５０２から投影される画像は、偏光板５０４を介してスクリー
ン５０５に投影される。偏光板５０４は水平方向に偏光方向を有する直線偏光を透過させ
る機能を有している。従って、スクリーン５０５にプロジェクター５０２から投影される
画像は、水平方向の直線偏光を有している。
【００５５】
また偏光眼鏡５０６は垂直方向の直線偏光を透過させる機能を有している。また、偏光眼
鏡５０７は水平方向の直線偏光を透過させる機能を有している。
【００５６】
従って、眼鏡５０６を介してスクリーンを見ることによって、プロジェクター５０１から
スクリーン５０５に投影された画像を選択的に見ることができる。即ち、プロジェクター
５０２からの画像を見ずにプロジェクター５０１からの画像を見ることができる。
【００５７】
また、眼鏡５０７を介してスクリーンを見ることによって、プロジェクター５０２からス
クリーン５０５に投影された画像を選択的に見ることができる。即ち、プロジェクター５
０１からの画像を見ずにプロジェクター５０２からの画像を見ることができる。
【００５８】
即ち、眼鏡５０６は垂直方向の直線偏光を透過させるが、水平方向の直線偏光は透過させ
ない機能を有しているので、５０１から投影された画像は見ることができるが、５０２か
ら投影された画像は見ることができない。
【００５９】
一方、眼鏡５０７は水平方向の直線偏光を透過させるが、垂直方向の直線偏光は透過させ
ない機能を有しているので、５０２から投影された画像は見ることができるが、５０１か
ら投影された画像は見ることができない。
【００６０】
このようにして、眼鏡５０６を掛けた人と眼鏡５０７を掛けた人とは、それぞれ異なる画
像を見ることができる。
【００６１】
　図６に図５に示す構成を動作させるためのタイミングチャートを示す。図６ いて、
プロジェクター５０１から投影される画像の１フレームはＡ i（ｉは０を含む自然数）で
示される。また、プロジェクター５０２から投影される画像の１フレームは j（ｊは０
を含む自然数）で示される。
【００６２】
一般的な画質を維持するためには、一つのフレームの長さを１／３０ (s) 以下とすること
が好ましい。
【００６３】
２つの画像のフレームは同時に重ね合わせられて投影される。そして２つのプロジェクタ
ーから投影された２つの画像をＡ眼鏡観察者とＢ眼鏡観察者とで個別なものとして観察す
ることができる。
【００６４】
図７に図５に示す構成のブロック図を示す。図５に示すように、本実施例に示す構成は、
何も特別な画像ではなく、通常のＴＶ画像やビデオ画像を利用することができる。
【００６５】
〔実施例４〕
本実施例はレンチキュラーレンズ（レンチキュラースクリーン）を用いて複数の観察者が
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同時に異なる画像を見る構成に関する。図８に本実施例の原理図を示す。レンチキュラー
レンズを用いると、視点を異ならせることにより、異なる画像を見ることができる。
【００６６】
例えば、ａ ' の視点からはスクリーンのａ点に結像した画像を認識できるが、他の画像は
認識できない。（当然クロストークは存在するので完全に見えないわけではない）
【００６７】
図に示す構成において、例えば a,b にＡの表示データを与え、 c,d にＢの表示データを与
え、 e,f にＣの表示データを与え、 g,h にＤの表示データを与えることにより、異なる視
点の位置で異なる４つの画像を見ることができる。なおここでいうａやｂというのは、特
定の領域または画素のことをいう。
【００６８】
また、 a,b,c,d にＡの表示データを与え、 d,e,f,g にＢの表示データを与えることによっ
て、異なる視点で異なる２つの画像を見ることができる。
【００６９】
本実施例のレンチキュラーレンズを用いた方法は、視点の位置によって異なる画像を認識
させるものである。従って、視点の位置を移動してしまうことで他の画像が見えてしまう
という問題がある。また、例えばａとｂの点に表示される画像を完全に分離することは困
難であるという問題もある。
【００７０】
この問題を緩和させるためには、近傍の画像点（どこか一点に着目した点）に同一の画像
データを与え、多少の視点のズレがあっても異なる画像が観察されないようにし、また広
い範囲で同一の画像が見えるようにすればよい。ただし、多くの画素に同一の画像データ
を与えると、画像の分解能が低下するので、注意が必要である。
【００７１】
具体的には、図８に示すような状態において、ａ～ｃには画像Ａの表示データを与え、ｅ
～ｇには画像Ｂの表示データを与える。このようにすると、スクリーンに向かって右側で
は画像Ａの表示データを選択的に見ることができる。即ち、画像Ｂの表示データを見ずに
画像Ａの表示データを選択的に見ることができる。
【００７２】
一方、スクリーンに向かって左側では画像Ｂの表示データを選択的に見ることができる。
即ち、画像Ａの表示データを見ずに画像Ｂの表示データを選択的に見ることができる。
【００７３】
そして、左右に視点をずらしても上記の見え方を維持することができる。即ち、その選択
性な見え方を維持することができる。
【００７４】
〔実施例５〕
実施例４に示した方法は、異なる視点からスクリーンを見ることによって、異なる画像を
見ることができ、そのことを利用して、複数人で異なる画像を同時に見ることができるも
のである。
【００７５】
ここでａ～ｃには画像Ａの表示データを与え、ｅ～ｇには画像Ｂの表示データを与えた場
合を考える。この場合、視点ｄ’とｅ’とでは、異なる画像が見えなければならない。し
かし、実際には視点ｄ’とｅ’とでは画像が重なったり不鮮明になったりしてしまう。
【００７６】
具体的には、画像Ａと画像Ｂとが同時に見えてしまったり、ちょっとした視点の移動で画
像Ａと画像Ｂとが同時にまたは片方づつ見えたり見えなかったりしてしまう。即ち、画像
Ａと画像Ｂとのクロストークが生じてしまう。
【００７７】
このような現象を抑制するために本実施例では以下に示すような構成を採用する。即ち、
図８に示すような状態において、画像点ｃとｅの間のｄ点に黒あるいは白あるいは適当な
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背景色を画像データとして与え、画像が表示されない領域（非表示領域）を設けるのであ
る。このようにすると、画像Ａと画像Ｂとのクロストークを低減させることができる。
【００７８】
この画像が表示がされない領域（非表示領域）を設けることによって、異なる画像のクロ
ストークを抑制する方法の具体的な例を図９に示す。図９に示すのは、ＬＣＤ（液晶電界
光学装置）を利用して、上記の構成を実現する例である。
【００７９】
表示が白黒であるならば非表示領域は白または黒とする。また表示がカラーであるならば
、白または黒の他に適当な背景色を選択することができる。
【００８０】
図において、斜線で示されるのが、非表示領域であって、黒または白または適当な背景色
の表示が行われる領域である。
【００８１】
（Ａ）に示すのは、比較のために示すもので、画像Ａと画像Ｂとでクロストークの発生し
てしまう構成である。なお、ＡやＢ等で示される領域は一つの画素であってもよいし、複
数の画素からなる領域であってもよい。
【００８２】
（Ｂ）は、斜線で示される非表示領域を意図的にＬＣＤの所定の領域において形成するこ
とによって、ＡとＢとの画素データ同士がクロストークしてしまうことを抑制する構成で
ある。
【００８３】
　（Ｃ）は、（Ｂ）に示す構成 さらに発展させたもので、Ａ～Ｃで示される画素データ
間のクロストークを抑制する構成である。この場合もそれぞれの画素データ間に非表示領
域を形成することで、それぞれのデータ間のクロストークを減少させることができる。
【００８４】
（Ｂ）や（Ｃ）に示す方法は、ＬＣＤ（液晶表示装置）を利用するので、非表示領域を任
意に形成することができるという特徴を有している。即ち、非表示領域を任意の場所に任
意の範囲でもって形成することができることで、例えばＡとＢという画像データを表示す
る場合と、Ａ～Ｃという画像データを表示する場合とを適時選択することができる。
【００８５】
　また、クロストークの度合いを変化させることもできる。例えば、非表示領域の面積を
変化させることで、Ａという画像データとＢという画像データとが 表示され
る度合い（視点によってはそのように見えてしまう）を制御することができる。
【００８６】
　また、非表示領域を適当に設定することで、視点によって、Ａという画像と、ＡとＢと
の画像が重なりあった画像と、Ｂという画像とをそれぞれ独立に見ることができる。即ち
、画像データとしては２つしかな のに、独立に見ることができる画像を３つとすること
ができる。そしてそれらの画像の見える位置や範囲をＬＣＤを利用することによって設定
（調整）することができる。
【００８７】
また上記（Ｂ）や（Ｃ）に示す構成において、非表示領域を形成するのにＢＭ（ブラック
マトリクス）のような物理的な光学遮蔽手段を利用してもよい。ただしこの場合は、非表
示領域が形成される位置が固定され動かすことができないという不便さがある。
【００８８】
（Ｄ）に示すのは、画像形成用のＬＣＤとは別に非表示領域を選択するための光学シャッ
ターをシャッター用ＬＣＤでもって構成する例である。このような構成とすると、シャッ
ター用ＬＣＤのみによって非表示領域を形成することもできるし、シャッター用ＬＣＤと
画像用ＬＣＤとを組み合わせて非表示領域を形成することもできるので、動作の自由度を
大きくすることができる。
【００８９】
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本実施例に示す表示の方法としては、以上説明したようなＬＣＤを用いて直接画像の形成
を行う方法をまず挙げることができる。その他の表示手段としては、投射型の液晶表示装
置を挙げることができる。また、複数の投影型の表示装置を用い、それらからの画像を重
ねる方法を利用してもよい。
【００９０】
図９（Ｂ）～（Ｄ）に示すような動作を行わせることによって、同時に表示される異なる
画像同士のクロストークを減少させることができる。
【００９１】
また逆に異なる画像同士のクロストークを制御することにより、視点により、２つの像が
重なったものを意図的にまたその位置を制御して表示することができる。
【００９２】
〔実施例６〕
本実施例は、パララックスバリアを用いることによって、異なる視点から見た場合に表示
面上に複数の異なる画像を見えるようにした例に関する。
【００９３】
この方式は、図１０に示すように所定の間隔で形成したスリット状のアパーチャルグリル
（パララックスバリア）を設け、このスリットを介して表示面を見ることによって、視点
の位置により異なる像を見ることができる構成に関する。
【００９４】
例えば図１０に示す構成において、 a,b には画像Ａの表示データを与え、 d,e には画像Ｂ
の表示データを与える。このようにすることでａ’ｂ’の視点でＡの画像を選択的に見る
ことができ、ｄ’ｅ’の視点でＢの画像を選択的に見ることができる。
【００９５】
本実施例の構成を採用した場合も視点の位置によっては、異なる画像同士のクロストーク
が発生してしまう。そこで、実施例５に示したような工夫を施すことは有効なこととなる
。
【００９６】
またパララックスバリアとして、液晶を利用した光学シャッターを用いることも有用であ
る。この場合、スリットの幅や位置や間隔を適時設定することができるので、表示する画
像の数や視点の位置を調整することが容易となる。特に視点の位置を制御できることはそ
の応用上有用なこととなる。
【００９７】
〔実施例７〕
本実施例は、実施例４に示した構成（図８に示す構成）を利用した遊技装置に関する。図
８に示す遊技装置は、画面（画像の表示面）を見る位置（視点）によって、異なる画像を
見ることができるものである。
【００９８】
そこで本実施例においては、二人で行う対戦型の格闘ゲームに本明細書で開示する発明を
利用する例を示す。図１１に表示面と二人の遊戯者との位置関係を示す。
【００９９】
　二人の遊戯者１１０１と１１０２とは、液晶プロジェクター１１０４から投影される画
像が表示されるスクリーン１１０３を同時に異なる角度から見ることになる。スクリー

１０３は、実施例４（図８参照）に示すようにレンチキュラ ンズ（レンチキュラー
スクリーン）となっている。
【０１００】
そして、遊戯者１１０１と１１０２とで異なる画像を見ることができる構成となっている
。スクリーン１１０３は許される限り大面積なものとすることが遊戯効果を高めるために
は好ましい。また遊戯者１１０１の視点からの画像と遊戯者１１０２の視点からの画像と
のクロスートークが生じないように表示の仕方と二人の遊戯者との位置関係を決めること
が重要となる。
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【０１０１】
図１２に図１１に示す構成とは異なる原理により、図１１に示す構成と同様の効果を得る
ことができる構成を示す。図１２に示すのは、異なる偏光状態を有する２つの画像をスク
リーン１２０５上に重ねて投影し、その像をそれぞれの偏光状態を透過するフィルター１
２０３と１２０４を用いて、分離することにより、遊戯者１２０１と１２０２とで異なる
画像を見るものである。
【０１０２】
図１２に示す構成の詳細を以下に説明する。図１２に示す構成においては、液晶プロジェ
クター１２０８で遊戯者１２０１に見せるための画像を形成し、液晶プロジェクター１２
０９で遊戯者１２０２に見せるための画像を形成する。そして、それらの画像を垂直方向
に直線偏光した光を透過する偏光板１２０６と水平方向に直線偏光した光を透過する偏光
板１２０７に透過させ、スクリーン１２０５上に重ねて投影する。なお、スクリーン１２
０５は普通の投影型の表示装置に利用されるものを用いればよい。
【０１０３】
遊戯者１２０１は、スクリーン１２０５上に重ねて投影された画像を垂直方向に直線偏光
した光を透過する偏光板１２０３を介して見る。一方、遊戯者１２０２は、スクリーン１
２０５上に重ねて投影された画像を水平方向に直線偏光した光を透過する偏光板１２０４
を介して見る。
【０１０４】
この結果、遊戯者１２０１は液晶プロジェクター１２０８から投影される画像のみを選択
的に見ることになる。一方、遊戯者１２０２は液晶プロジェクター１２０９から投影され
る画像のみを選択的に見ることになる。このようにして二人の遊戯者は、同一の画面を見
ていながら、それぞれ異なる画像を見ることができる。
【０１０５】
図１３に図１１や図１２に示すような遊戯装置を利用した場合に、それぞれの遊戯者から
見える画像の一例を示す。図１３に示すのは、格闘技を題材にした遊戯内容を示すもので
ある。図１３に示すように、それぞれの遊戯者は自分の操作するキャラクターと対戦する
相手の操作するキャラクターが見える状態となる。
【０１０６】
このような構成は、対戦する遊戯者のそれぞれが異なる画像を同時に見ることができるか
ら可能となる顕著な特徴であるといえる。
【０１０７】
図１１や図１２に示すような構成とした場合、表示する画面を一つとすることができるの
で、構成を簡略化することができる。また異なる画面を配置する場合に比較して画面サイ
ズを大きくすることができる。
【０１０８】
本実施例では二人で対戦型の遊戯を行う例を示した。しかし、教育用あるいは学習用にこ
の構成を利用することができる。また一つの画面でもって、異なる番組を見たりすること
に利用することもできる。また、公共施設等において、異なる表示を同一の画面に表示す
る場合に利用することができる。
【０１０９】
〔実施例８〕
本実施例は、本明細書で開示する発明や実施例に利用できる画像を形成するための装置を
示す。画像を形成するための装置としては、ＣＲＴや液晶表示装置（ＬＣＤ）が一般的で
ある。特にＬＣＤは、小型軽量でまた薄型化することができるので、今後ますます表示装
置として利用されていくと考えられる。
【０１１０】
ＬＣＤとしては、同一のガラス基板や石英基板上にアクティブマトリクス領域と周辺駆動
回路領域とを一体化した周辺駆動回路一体型のアクティブマトリクス型の液晶表示装置が
、その小型軽量薄膜化、作製コストの低さ、といった点から有用である。
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【０１１１】
ここで上記の構成をカラー表示が可能な投影型の液晶表示装置に応用する場合を考える。
カラー表示の可能な投影型の液晶表示装置においては、明るい画面を得るためにアクティ
ブマトリクス領域をＲＧＢのそれぞれに対応させて用意することが行われる。この場合、
同一のガラス基板や石英基板上にＲＧＢのアクティブマトリクス領域とそのアクティブマ
トリクス領域を駆動するための周辺駆動回路とを集積化する必要がある。
【０１１２】
　一般に一つ アクティブマトリクス領域に対して駆動回路は水平走査駆動回路と垂直走
査駆動回路とが必要とされる。従って、上記のような集積化構成を採用した場合、駆動回
路を６ヶ所の領域において形成しなければならない。
【０１１３】
周辺駆動回路は、高い集積度を有しているので、同一基板上に多数の周辺駆動回路を作製
することは、それだけ歩留りの低下を招くことになる。
【０１１４】
そこで本実施例で示すアクティブマトリクス型の液晶パネルは、同一の基板上に複数のア
クティブマトリクス領域を配置した構成において、水平走査制御回路および／または垂直
走査制御回路を複数のアクティブマトリクス領域に対して共通に配置した構成とすること
を特徴とする。
【０１１５】
図１４に本実施例の集積化されたアクティブマトリクス型の液晶パネルの概略の構成を示
す。図１４に示す構成は、
ＭおよびＮを２以上の自然数として、
基板上に、
Ｍ×Ｎ個の画像を形成するためのアクティブマトリクス領域と、
Ｍ＋Ｎ個の周辺回路領域と、
が配置された構成を有し、
前記Ｍ個の周辺回路のそれぞれは、Ｎ個のアクティブマトリクス領域の水平走査制御を同
時に行い、
前記Ｎ個の周辺回路のそれぞれは、Ｍ個のアクティブマトリクス領域の垂直走査制御を同
時に行うことを特徴とする。
【０１１６】
図１４には、上記構成においてＭ＝２、Ｎ＝３の場合が示されている。図１４には、（Ｍ
＝２）×（Ｎ＝３）個配置されたアクティブマトリクス領域１０３、１０４、１０５、１
０６、１０７、１０８が示されている。
【０１１７】
また、これらアクティブマトリクス回路を駆動するための周辺回路領域として、２＋３個
の周辺回路１０１、１０２、１０９、１１０、１１１が配置されている。この周辺回路の
中で１０１と１０２が水平走査制御回路である。また１０９、１１０、１１１が垂直走査
制御回路である。
【０１１８】
図１４に示す構成においては、水平走査制御回路１０１と１０２がそれぞれアクティブマ
トリクス回路１０３と１０４と１０５、さらには１０６と１０７と１０８の水平走査制御
を同時に行う構成となっている。
【０１１９】
即ち、周辺回路１０１がアクティブマトリクス領域１０３と１０４と１０５の水平走査制
御を同時に行う構成となっている。また周辺回路１０２がアクティブマトリクス領域１０
６と１０７と１０８の水平走査制御を同時に行う構成となっている。
【０１２０】
また、周辺回路１０９と１１０と１１１がそれぞれアクティブマトリクス領域１０３と１
０６、さらには１０４と１０７、さらには１０５と１０８の垂直走査制御を同時に行う構
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成となっている。
【０１２１】
即ち、周辺回路１０９がアクティブマトリクス領域１０３と１０６の垂直走査制御を同時
に行う構成となっている。また周辺回路１１０がアクティブマトリクス領域１０４と１０
７の垂直走査制御を同時に行う構成となっている。また周辺回路１１１がアクティブマト
リクス領域１０５と１０８の垂直走査制御を同時に行う構成となっている。
【０１２２】
図１４に示す構成は、ＲＧＢのカラー画像を得るために、Ｎ＝３の構成となっている。し
かしＭ＝Ｎ＝２（即ち２×２）としてもよい。またＭ＝２、Ｎ＝１とするのでもよい。ま
たＭ＝１、Ｎ＝２としてもよい。この場合は、各アクティブマトリクス領域でＲＧＢのカ
ラーフィルタを利用してカラー像を得る構成にするか、モノクロ像を得る構成とすればよ
い。
【０１２３】
図１４に示すように一般にＭ×Ｎ個のアクティブマトクス領域はマトリクス状に配置され
る。
【０１２４】
また、アクティブマトリクス領域には画素がマトリクス状に配置されており、
前記画素には、少なくとも一つの薄膜トランジスタが配置されており、
前記薄膜トランジスタのソースに加わる信号はＭ個の周辺回路のそれぞれでもって行われ
る水平走査制御によって制御され、
前記薄膜トランジスタのゲイトに加わる信号はＮ個の周辺回路のそれぞれでもって行われ
る垂直走査制御によって制御される。
【０１２５】
上記構成における画素としては、例えば図１４に示す (0,0),(1,0),・・・ (m,0) の番地で
示される領域を挙げることができる。図１４に示す構成においては、この各画素に薄膜ト
ランジスタが一つづつ配置された構成となっている。
【０１２６】
なお、各画素に配置される薄膜トランジスタの数は１つのみに限定されるのではない。そ
の配置方法としては、複数個を直列に接続することや、ＭＯＳ容量と組み合わせて配置す
るのでもよい。また、同一チャネル型の組み合わせのみではく、異なるチャネル型を組み
合わせるのでもよい。
【０１２７】
なお、図１４に示すような構成は、液晶パネルを光が透過する必要があるので、基板とし
て透光性を有する材料を用いる必要がある。具体的には、ガラス基板や石英基板を利用す
る必要がある。
【０１２８】
図１４に示す構成の動作例について簡単に説明する。図１４に示す構成においては、ＣＬ
ＫＶで示される垂直走査制御回路の動作クロックによって１０９～１１０で示される垂直
走査制御回路の動作が基本的に制御される。またＣＬＫＨで示される水平走査制御回路の
動作クロックによって、１０１と１０２で示される水平走査制御回路の動作が基本的に制
御される。
【０１２９】
以下においては、説明を簡単にするためアクティブマトリクス領域１０３における画像の
表示方法について説明する。なお、他のアクティブマトリクス領域の動作もアクティブマ
トリクス領域１０３に準ずる。
【０１３０】
まず、ＣＬＫＶ（垂直走査制御回路の動作クロック）の立ち上がりパルスが垂直走査制御
回路１０９のフリップフロップ回路２０２に入力することにより、ＶＳＴＡ（垂直走査タ
イミングイネーブル信号）が打ち抜かれる。この時フリップフロップ回路２０２の出力は
Ｈ（論理レベルで high) レベルとなる。また垂直走査制御回路１０９の他のフリップフロ
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ップ回路の出力レベルはＬのままとなる。
【０１３１】
この結果、Ｙ 0  行で示されるゲイト信号線２１１がＨレベルとなる。そして、 (0,0),(1,0
),・・・・ (m,0) 番地の薄膜トランジスタが全てＯＮ動作となる。
【０１３２】
この状態において、水平走査制御回路１０１のフリップフロップ回路２０１においてＣＬ
ＫＨ（水平走査制御回路の動作クロック）によってＨＳＴＡ（水平走査タイミングイネー
ブル信号）が打ち抜かれ、Ｘ 0  の点における信号レベルがＨになる。この時、Ｘ 1  以降の
点はＬ（論理レベルで Low)である。
【０１３３】
この結果、画像サンプリング信号線２０８を介してサンプリングホールド回路２０４にＨ
の信号が入力し、Ｒの画像データ信号がサンプリングホールド回路２０４に取り込まれる
。
【０１３４】
そして画像信号線２０９に画像データが流れる。即ち、 (0,0),(0,1),(0,2) ・・・ (0,n) 
で示される番地の薄膜トランジスタのソースに画像データの信号が印加される。
【０１３５】
この状態においては、 (0,0),(1,0),・・・・ (m,0) 番地の薄膜トランジスタが全てＯＮ状
態であり、 (0,0),(0,1),(0,2) ・・・ (0,n) 番地の薄膜トランジスタのソースに画像デー
タ信号が印加されている。従って、 (0,0) 番地の画素において画像データの書込みが行わ
れる。
【０１３６】
この後次のＣＬＫＨのパルスの立ち上がりエッジによって、フリップフロップ回路２０１
の出力はＬレベルとなる。即ち、Ｘ 0  の点はＬレベルとなる。一方、２０６のフリップフ
ロップ回路においては、このＣＬＫＨのパルスの立ち上がりエッジが入力することで、そ
の出力がＨレベルに変化する。即ち、Ｘ 1  の点はＨレベルとなる。
【０１３７】
この結果、 (1,0) 番地において情報の書込みが行われる。このようにして、ＣＬＫＨの動
作クロックに従って、フリップフロップ回路Ｘ m  の出力が順次Ｈレベルにシフトしていく
。そして、 (m,0) 番地において順次画像情報の書込みが行われていく。
【０１３８】
Ｙ 0  行における情報の書込みの終了後、ＣＬＫＶ信号の立ち上がりエッジによって、フリ
ップフロップ回路２０２の出力レベルがＬ、フリップフロップ回路２０３の出力レベルが
Ｈとなる。この結果Ｙ 1  行の信号レベルがＨとなる。
【０１３９】
そしてＹ 1  行において、 (0,1),(1,1),(2,1) ・・・ (m,1) 番地に対して順次画像データ情
報が書き込まれていく。このようにして、 (n,m) 番地までの情報の書込みが終了した時点
で 1 フレームが終了する。
【０１４０】
以上の動作は、１０３以外の他のアクティブマトリクス領域においても同じタイミングで
行われていく。
【０１４１】
図１４に示す集積化された液晶パネルを用いると、ＲＧＢでなるカラー画像を２つ同時に
得ることができる。勿論このカラー画像はそれぞれ異なる内容のものとすることができる
。
【０１４２】
ここでは、６つのアクティブマトリクス領域を集積化する構成を示した。しかし、集積化
されるアクティブマトリクス領域の数をさらに多くすることも可能である。例えば、ＲＧ
Ｂ、Ｒ’Ｇ’Ｂ’、Ｒ , ,Ｇ , ,Ｂ , ,と９領域のアクティブマトリクス領域を集積化した構成
とすることができる。
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【０１４３】
この場合、図１４に示す構成において、水平走査制御回路をさらに一つ増やすだけでよい
。そしてこの場合はカラー画像を３組得ることができる。
【０１４４】
このように図１４にその基本的な構成を示す集積化されたアクティブマトリクス型の液晶
パネルは、集積化するアクティブマトリクス領域を増やしていっても、周辺駆動回路をそ
れ程増やす必要がないという特徴を有する。
【０１４５】
具体的には、集積化するアクティブマトリクス領域の数をＭ×Ｎ個とすると、必要とされ
る周辺駆動回路の数はＭ＋Ｎ個でよいという特徴を有する。このことは、より集積化を高
めていった場合に非常に有用なこととなる。
【０１４６】
〔実施例９〕
本実施例は、図１４に示した６個のアクティブマトリクス領域を集積化した液晶パネルを
利用した投影型の液晶表示装置を示す。図１５に本実施例で示す投影型の液晶表示装置の
概要を示す。
【０１４７】
図１５に示す表示装置は、本明細書で開示する他の実施例の構成に利用することができる
。
【０１４８】
図１５に示す構成において、第１の光源６０２からの光がミラー６０４で反射され、さら
にダイクロイックミラー６０８、６０９、６１０でＧＢＲに対応する波長領域の光に分光
される。そして、それらの各光は図１４に示す集積化された液晶パネル６１１に入射する
。
【０１４９】
液晶パネル６１１のＲＧＢに対応する各画素領域で光学変調された光は、ミラー６１２に
Ｇの像が反射され、ハーフミラー（半透過ミラー）６１３でＢの像が反射され、ハーフミ
ラー（半透過ミラー）６１４でＲの像が反射される。
【０１５０】
　こうして合成されたカラー像は、光学系６１５を介し、さらにミラー６１７で反射され
スクリーン（投影面）６１８に投影さ る。光学系６１５には、拡大投影に必要なレンズ
が配置されている。また光学系６１５には、必要に応じて光の透過／非透過を選択的に行
う光学シャッターや所定の偏光状態を付与する手段が配置されている。
【０１５１】
一方、光源６０１からの光はミラー６０３で反射され、さらにダイクロイックミラー６０
５、６０６、６０７でそれぞれＧ’Ｂ’Ｒ’に対応する光に分光される。そして、これら
の光は液晶パネルにおいて、Ｇ’Ｂ’Ｒ’に対応する画像に光学変調される。
【０１５２】
そして光学変調されたＲ’Ｇ’Ｂ’に対応する光（計６射線）は図示しないミラー群で合
成され、さらに光学系６１５とミラー６１６を介して投影される。投影された画像はミラ
ー６１７で反射されて、スクリーン６１８に投影される。
【０１５３】
　図１５に示す構成で利用される集積化された液晶パネル６１１（図１４参照）は、異な
る２つのカラー像を形成することができる。従って、このことを利用してスクリーン６１
８に２つの異なるカラー画像を同時に投影すること できる。また表示タイミングを設定
するこ よって、２つの異なるカラー画像を時分割で表示することができる。
【０１５４】
図１５に示す表示装置は、図１や図３、さらには図５や図８や図１０、さらには図１１や
図１２に示す構成における画像形成手段に利用することができる。特に得られる画像をカ
ラー画像とすることができる。
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【０１５５】
例えば、図１４に示す集積化した液晶パネルを用いて図１や図３に示すような時分割表示
を行う場合には、図１４のアクティブマトリクス領域１０３～１０５で例えば図２のＡ 0 ,

Ａ 1 ,Ａ 2  ・・・で示されるフレームを形成する。また図１４のアクティブマトリクス領域
１０６～１０８で例えば図２のＢ 0 ,Ｂ 1 ,Ｂ 2  ・・・で示されるフレームを形成する。
【０１５６】
　このようにすることは、各水平走査制御回路の動作周波数を下げることができ、回路の
信頼性を高める上で有用な構成となる。なお、上記のような時分割表示を図１４に示す構
成で行わす場合には、ＣＬＫＨとＨＳＴＡの信号の種類とその入力方法を図１４に示す場
合とは異なるものとする必要がある。即ち、水平走査制御回路１０１で行われる１フレー
ムの形成と、水平走査制御回路１０２で行われる１フレームの形成とが交互に行われるよ
う 夫する必要がある。
【０１５７】
また、図１５に示す表示装置を図５に示すような２つの画像を合成して投影する構成に利
用する場合には、アクティブマトリクス領域１０３～１０５で一方の画像（カラー画像）
を形成し、アクティブマトリクス領域１０６～１０８で他方の画像（カラー画像）を形成
すればよい。そしてスクリーン６１８においてそれらの画像を合成すればよい。
【０１５８】
また図１５に示す表示装置を図８に示すレンチキュラースクリーンや図１０に示すパララ
ックスバリアを用いた構成に利用する場合は、必要とする画像の数だけ１０３～１０５で
示されるようなＲＧＢの像を形成するアクティブマトリクス領域を図１４に示すように集
積化し、各像を各アクティブマトリクス領域の組で形成すればよい。
【０１５９】
このような構成は、形成する像の数が増えても水平走査制御回路の負担が大きくならない
という有意性がある。
【０１６０】
【発明の効果】
表示タイミングの違い、偏光状態の違い、視点の位置の違いを利用して、同一の画面に表
示された複数の画像をそれぞれ独立に見ることができる。このような構成は、同一の画面
を利用して同時に複数の情報提供を行う手段、特定の人や方向に選択的に情報を提供する
手段、遊戯装置、複数の画像情報を複数人で独立に見る手段、等々に利用することができ
る。
【０１６１】
即ち、従来は画像が表示される表示画面が複数必要であった方法において、表示画面を一
つとすることができる。そしてこのことにより、表示画面を大面積化することができ、ま
た全体の構成を簡略化することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　時分割表示を利用して同時に複数人で異なる画像を見ることができる表示装置
の概要を示す図。
【図２】　図１に示す構成を動作させる際における動作タイミングチャートの例を示す図
。
【図３】　時分割表示により偏光状態を変えることにより、同時に複数人で異なる画像を
見ることができる表示装置の概要を示す図。
【図４】　図３に示す構成を動作させる際における動作タイミングチャートの例を示す図
。
【図５】　偏光状態の違いを利用して同時に複数人で異なる画像を見ることができる表示
装置の概要を示す図。
【図６】　図５に示す構成を動作させる際における動作タイミングチャートの例を示す図
。
【図７】　図５に示す構成の電気的な構成を示すブロック図。
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【図８】　レンチキュラーレンズを用いて、同時に複数人で異なる画像を見る場合の原理
図。
【図９】　レンチキュラーレンズを用いて複数の画像の表示を行う場合の例を示す図。
【図１０】パララックスバリアを用いて複数の画像の表示を行う場合の例を示す図。
【図１１】レンチキュラーレンズまたはパララックスバリアを用いて複数の画像の表示を
行う構成の概略を示す図。
【図１２】異なる偏光状態を利用して複数の画像の表示を行う構成の概略を示す図。
【図１３】図１２に示す装置を利用した遊戯装置の画面に表示される画像の例を示す図。
【図１４】画像を形成するための集積化されたアクティブマトリクス型の液晶パネルの概
略の構成を示す。
【図１５】図１４に示す液晶パネルを用いた投影型の表示装置の概略の構成を示す図。
【符号の説明】
１１　　　　　　　　　　　　ディスプレイ
１２　　　　　　　　　　　　制御装置
１３、１４　　　　　　　　　光学シャッター付き眼鏡
５０１、５０２　　　　　　　液晶プロジェクター
５０３、５０４　　　　　　　偏光板
５０５　　　　　　　　　　　スクリーン
５０６、５０７　　　　　　　偏光眼鏡
１１０１、１１０２　　　　　観察者
１１０３　　　　　　　　　　レンチキュラーレンズ
１１０４　　　　　　　　　　液晶プロジェクター
１２０１、１２０２　　　　　観察者
１２０３、１２０４　　　　　偏光板
１２０５　　　　　　　　　　スクリーン
１２０６、１２０７　　　　　偏光板
１２０８、１２０９　　　　　液晶プロジェクター
１０１、１０２　　　　　　水平走査制御回路
１０３、１０４、１０５　　ＲＧＢの像を光学変調するためのアクティブ
マトリクス領域（画素領域）
１０６、１０７、１０８　　Ｒ’Ｇ’Ｂ’の像を光学変調するためのアクテ
ィブマトリクス領域（画素領域）
１０９、１１０、１１１　　垂直走査制御回路
２０１、２０６　　　　　　水平走査制御回路のフリップフロップ回路
２０２、２０３　　　　　　垂直走査制御回路のフリップフロップ回路
２０４、２０５　　　　　　サンプリングホールド回路
２０７、２１１　　　　　　ゲイト信号線
２０８、２１０　　　　　　画像サンプリング信号線
２０９　　　　　　　　　　画像信号線
６０１、６０２　　　　　　光源
６０３、６０４　　　　　　ミラー
６０５、６０６、６０７　　ＲＧＢの光を分光するためのダイクロイックミ
６０８、６０９、６１０　　ＲＧＢの光を分光するためのダイクロイックミ
６１１　　　　　　　　　　液晶パネル
６１２　　　　　　　　　　ミラー
６１３、６１４　　　　　　ハーフミラー
６１５、６１６　　　　　　光学系
６１７　　　　　　　　　　ミラー
６１８　　　　　　　　　　スクリーン（投影面）
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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